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1　業務名
令和8年度地産地消の推進と地場産品の販路拡大業務

2　目的
　　　本事業は、地域の特色ある「食と文化」を活かし、市内外への地場産品や長井の食と文化のPR事業を実施することで、地場産品の地産地消と販路拡大を図ることを目的とする。また、地場産品の販売にあわせて積極的なプロモーションを行い、需要の拡大につなげていくことを目的とする。

3　契約期間　　　
契約締結日から令和9年3月31日まで

4　委託上限額
　　　金9,075千円（消費税及び地方消費税を含む）とし、委託業務の実施に必要な費用を全て含むものとする。

5　委託業務の内容
　　　本業務の受託者は、以下の内容に従って業務を遂行すること。ただし、具体的な実施内容については、提案のあった内容を基に委託者と協議の上、決定するものとする。

（1）地場産品の認知向上
地場産品の魅力や特徴を市内外に広く知ってもらうため情報発信をするとともに、イベント等の開催及びプロモーションを実施すること。
①イベント等は年間を通じて、2回以上実施すること。
②イベント期間中の地場産品の提供内容、売上、来場者数（推計）等 について、イベント期間終了後に取りまとめること。

（2）地場産品の販路拡大
地場産品の地産地消及び販路拡大を図るため、道の駅川のみなと長井及び農産直売等での品揃えを充実させ、地場産品キャンペーンを実施すること。
①地場産品キャンペーンは年間を通じて、1回以上実施すること。
②キャンペーンをホームページやSNS等でPRすること。

（3）地場産品の企画開発
地元食材の研究等をとおして地域の名産品になりうるオリジナル商品を開発し、地場産品需要の拡大を図ること。
①開発の経緯や使用した地元食材、研究・開発の成果などを取りまとめること。

（4）地場産品に関する調査研究等への協力
地場産品の新たな価値創出及び販路拡大を目的として、本市が関係機関及び専門的知見を有する教育機関等と連携して実施する「地場産品を活用した調査研究及び商品開発等の取組」に対し、協働して実施すること。
①地場産品に関する情報を提供し、生産者、加工事業者、飲食店等との調整を支援すること。
②試作品開発及びモニタリング等へ協力すること。

6　報告 
　業務を完了したときは、以下の書類及び電子媒体を提出すること。
（1）業務完了報告書　2部

7　納品物 
（1）ポスター、チラシ、パンフレット等の制作物
（2）ホームページ・ソーシャルメディア等でのPR実績がわかるもの

8　その他
（1）本委託業務で制作した資料の著作権は、第三者が権利を有する部分を除き、市に全て帰属する。
（2）受託者は、常に本市職員と密接な連携を図り、市の意図について熟知のうえ、作業に着手し、能率的・効果的な遂行に努めること。
(3）業務の遂行に当たっては、関係法令を遵守するとともに、市が定める規程、要領などを遵守すること。
（4）詳細事項及び内容に疑義が生じた場合、並びに本仕様に記載のないものについては、受託者は事前に市と協議を行い、その指示に従うこと。
（5）受託者は、本業務の遂行にあたり、本業務に関係するしないにかかわらず、市のデータなどについて、許可なく持ち出しなどを行わないこと。また、関連データなどは、漏洩、滅失、その他の事故などの予防に十分注意し、業務の信頼性・安全性の確保に努めること。
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